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総務委員会会議録 

 

令和元年９月２５日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時０５分閉議（実時間１２１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５４号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第５６号・専決処分の報告及びその承

認について（令和元年度八代市一般会計補

正予算・第３号（関係分）） 

１．議案第５７号・専決処分の報告及びその承

認について（令和元年度八代市一般会計補

正予算・第４号（関係分）） 

１．議案第５９号・地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備等に関する条例の制定について 

１．議案第６０号・八代市会計年度任用職員の

給与等に関する条例の制定について 

１．議案第６１号・八代市職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例等の一部改正に

ついて 

１．議案第６２号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正につい

て 

１．議案第６３号・八代市印鑑条例の一部改正

について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （八代市営中央駐車場の取り扱いについて） 

 （指定管理者の募集について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  前 川 祥 子 君 

副委員長  村 川 清 則 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 山 俊 臣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長      佐 藤 圭 太 君 

  財務部次長    尾 﨑 行 雄 君 

  財政課長     田 中 智 樹 君 
 
  財政課主幹兼 
           米 村 寛 樹 君 
  財政政策係長 
 

  資産経営課長   鋤 田 敦 信 君 

 総務企画部 
 
  総務企画部 
           山 田 純 子 君 
  総括審議員兼次長 
 
 
  総務企画部 
           緒 方   浩 君 
  総務企画審議員 
 

  危機管理課長   廣 兼 和 久 君 
 
  危機管理課 
           稲 崎 敬 文 君 
  消防防災係長 
 

  泉支所地域振興課長 中 村 道 久 君 

 市長公室 

  人事課長     濱 田 浩 介 君 

 市民環境部 

  市民課長     西 田 裕 一 君 
 
  理事兼 
           遠 山 光 徳 君 
  市民活動政策課長 
 

                              

○記録担当書記     上 野 洋 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（前川祥子君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者
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あり）定刻となり、定足数に達しましたので、

ただいまから総務委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりです。 

                              

◎議案第５４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第６号（関係分） 

○委員長（前川祥子君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第５４号・令和元年度八代市一般

会計補正予算・第６号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 まず、歳入等及び歳出の第２款・総務費につ

いて、財務部より説明願います。 

○財務部長（佐藤圭太君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部、佐藤でございます。本日、総務

委員会に付託されました議案につきまして、ま

ず、議案第５４号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第６号の歳入及び歳出での総務費を

尾﨑財務部次長が、消防費を山田総務企画部総

括審議員兼次長が説明いたします。 

 また、事件議案で予算の専決処分に係るも

の、すなわち議案第５６号・令和元年度八代市

一般会計補正予算・第３号及び議案第５７号・

令和元年度八代市一般会計補正予算・第４号の

歳入を尾﨑財務部次長が説明いたします。 

 次に、条例議案の議案第５９号から６３号ま

で５つの議案につきましては、関係各課長が説

明しますので、よろしくお願いいたします。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の尾﨑でございます。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、別冊

の議案第５４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第６号をお願いいたします。 

 総務委員会付託分につきまして、説明をいた

します。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、

第１条で、歳入歳出それぞれ４億８６９０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６

５２億５２８０万円といたしております。 

 第２条では地方債の補正をお願いしておりま

すが、内容につきましては４ページの表で説明

いたします。それでは、４ページをお願いいた

します。 

 第２表、地方債補正は歳出予算の補正に伴

い、地方債の限度額の変更を行うものでござい

ます。 

 １の変更で、道路整備事業では、補正前の限

度額９億５３９０万円に４０４０万円増額し、

補正後の額を９億９４３０万円に変更しており

ます。 

 次の学校整備事業では、補正前の限度額１億

５８４０万円に４９０万円増額し、補正後の額

を１億６３３０万円に変更しております。 

 最後に災害復旧事業では、補正前の限度額５

４億５２８０万円に９５０万円増額し、補正後

の額を５４億６２３０万円に変更しておりま

す。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につき

ましては、補正前と同じでございます。 

 詳細につきましては、１２ページの歳入款２

２・市債のところで改めまして説明いたしま

す。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 ８ページをお願いします。 

 款１０・地方特例交付金、項２、目１、節

１・子ども・子育て支援臨時交付金で、９２万

円を計上しておりますが、これは、本年１０月

からの幼児教育・保育の無償化に伴い、国の制
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度により、年収３６０万円未満相当の世帯と小

学校３年生以下の第３子以降の子供のおかずや

おやつなどの副食につきまして、保護者の負担

が免除となりますことから、公立幼稚園におい

て、国基準対象分の９２万円が子ども・子育て

支援臨時交付金で措置される予定でございま

す。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で、

３６００万８０００円を計上しておりますが、

これは、今回の補正予算の一般財源でございま

す。 

 次に、款１５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目２・衛生費国庫負担金、節１・保健衛生

費負担金で、１０００万円を計上しておりま

す。これは、身体の発達が未熟なまま生まれ、

医療を必要とする乳児に対し、指定医療機関に

おいて入院治療を受ける場合に、養育に必要な

医療の給付を行うものでございます。 

 今回、平成３１年４月末から長期間の入院治

療を要する生活保護世帯への給付が必要な増額

分２０００万円に対する、国からの養育医療負

担金でございます。 

 ９ページをお願いします。 

 目３・災害復旧費国庫負担金、節１・公共土

木施設災害復旧費負担金の１３３４万円は、本

年８月１４日から１５日にかけての台風１０号

により被害を受けました、泉地区の市道下屋敷

～樅木線の路肩崩壊にかかる災害復旧事業費２

０７０万円に対する国からの道路橋梁施設災害

復旧費負担金でございます。 

 次に、項２・国庫補助金、目２・民生費国庫

補助金で、６９７万２０００円を計上しており

ます。 

 節１・社会福祉費補助金の６１１万４０００

円は、まず、小規模法人のネットワーク化によ

る協働推進事業等補助金としまして、平成２８

年の改正社会福祉法において社会福祉法人に対

し、地域における公益的な取り組みの実施につ

いて責務化されており、今回、八代市社会福祉

協議会が市内の保育所を経営する４３法人へ呼

びかけ、保育所間での連携及び保育所と社会福

祉協議会との間で連携を図りながら、社会福祉

法人に求められている公益的な取り組みの検討

や実施をすることに対して補助される４００万

円と、次の地域介護・福祉空間整備等交付金と

しまして、介護サービス事業所における利用者

の安全確保のために、介護老人福祉施設向春苑

が行う、非常用自家発電設備の整備に対する補

助金１７３万９０００円と、有料老人ホームさ

ざなみが行う、倒壊の恐れのあるブロック塀の

改修等に対する補助金３７万５０００円を合わ

せた２１１万４０００円でございます。 

 次に、節３・生活保護費補助金の８５万８０

００円は、令和２年４月に施行される生活保護

制度改正に伴い、生活保護世帯の状況を的確に

把握するためのシステム改修に必要な経費に対

して補助される、生活保護適正実施推進事業補

助金でございます。 

 次に、目５・教育費国庫補助金、節２・小学

校費補助金で、２８２万円を計上しておりま

す。これは、令和２年度より鏡西部小学校が鏡

小学校に統合されることに伴いまして、スクー

ルバスの新規購入に必要な経費に対して、補助

されるへき地児童生徒援助費等補助金でござい

ます。 

 １０ページをお開きください。 

 款１６・県支出金、項１・県負担金、目２・

衛生費県負担金、節１・保健衛生費負担金で、

５００万円を計上しております。これは、先ほ

ど国庫負担金で御説明いたしました未熟児の養

育に必要な医療の給付を行うもので、増額分２

０００万円に対する県からの養育医療負担金で

ございます。 

 次に、項２・県補助金、目２・民生費県補助

金、節１・社会福祉費補助金で、１億９５４０

万２０００円を計上しております。 
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 まず、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金

の１億６３５２万円は、地域の介護拠点となる

施設、居住系サービスなどの整備を図るため、

第７期八代市高齢者福祉計画・八代市介護保険

事業計画に基づき、新たに２つの施設を整備す

る経費の一部を補助するものでございます。 

 １つ目は、認知症対応型共同生活介護と呼ば

れる認知症の方が共同生活をする住宅で、日常

生活上の支援や機能訓練などを行う施設を整備

するものでございます。事業主体の株式会社大

渕産業が、郡築圏域に予定しており、補助金額

は３３６０万円でございます。 

 ２つ目は、介護老人福祉施設入所者生活介護

と呼ばれる寝たきりや認知症などにより自立し

た生活が難しい要介護者に対し、日常的な生活

の介護などを行う施設を整備するものです。事

業主体の社会福祉法人郷寿会が、宮地圏域に予

定しており、補助金額は１億２９９２万円でご

ざいます。 

 また、施設開設準備経費助成特別対策事業補

助金の３１８８万２０００円は、先ほど説明い

たしました２施設について、開設時から安定し

た質の高いサービスを提供する体制整備を支援

するため、開設準備に要する経費を補助するも

のでございます。 

 補助金の内訳としまして、認知症対応型共同

生活介護につきましては７５５万１０００円、

介護老人福祉施設入所者生活介護につきまして

は２４３３万１０００円でございます。 

 次の、目３・衛生費県補助金、節１・保健衛

生費補助金で、２１８万１０００円を計上して

おります。 

 この少子化対策総合交付金は、不妊治療を受

ける夫婦に対し助成金を給付することにより、

経済的負担の軽減を図り、安心して子供を産み

育てることができる環境づくりを推進するた

め、保険適用外診療であります人工授精に要し

た自己負担額に対しまして、本年１０月から治

療費助成費の申請日における妻の年齢が４０歳

未満である夫婦１組につき、年度当たり５万円

を上限として行う助成の一部について県より補

助されるものでございます。 

 次の、目４・農林水産業費県補助金、節１・

農業費補助金で、１億４８２７万５０００円を

計上しております。 

 この内訳は、説明欄の上から、産地パワーア

ップ事業費補助金１億４５００万円は、地域の

営農戦略として定めた産地パワーアップ計画に

基づき、意欲ある農業者等が高収益な作物、栽

培体系への転換を図る取り組みに必要な施設整

備に要する経費の一部を補助するものでござい

ます。 

 事業主体は、株式会社熊本青果物出荷組合と

合同会社エコファーム立石出荷組合で、事業内

容はいずれもミニトマト選果施設の整備とし

て、選果機の更新及び処理能力を向上させるも

のでございます。 

 次の、くまもと土地利用型農業競争力強化支

援事業補助金の２７７万５０００円は、米を中

心とした土地利用型農業の競争力強化のため、

松高地区の農事組合法人ファームやっこが行い

ます、規模拡大に向けたコンバインの導入に要

する経費の一部について補助されるものでござ

います。 

 次に、大規模営農効率化支援事業補助金５０

万円は、大規模農業法人による大規模営農の効

率化の取り組みに対して５０万円を上限とする

定額補助で、株式会社アグリ日奈久が行いま

す、新品種・新技術や作期分散の導入などに要

する経費の一部として補助されるものでござい

ます。 

 次に、目５・商工費県補助金、節１・商工費

補助金で８０万円を計上しております。これ

は、泉地域の観光施設の１つであります梅の木

轟公園の表示板の張りかえのほか、あずまやの

階段、防護柵、木製ベンチ等の補修に対して補
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助される、熊本県癒しの森整備支援事業補助金

でございます。 

 次に、目７・消防費県補助金、節１・消防費

補助金では、３３８万２０００円を計上してお

ります。この消防団設備整備費補助金は、消防

団を中核として地域防災力の充実強化に関する

法律に基づき、消防団に配備するＡＥＤやエン

ジンカッター、チェーンソーなど、救助用資機

材等の計画的な整備に要する経費に対して補助

されるものでございます。 

 次に、目９・災害復旧費県補助金、節１・農

林水産業施設災害復旧費補助金に２５０万円を

計上しております。これは、林道施設災害復旧

費補助金でございまして、本年８月１４日から

１５日にかけての台風１０号により被害を受け

ました、泉町の林道植木谷線の路肩崩壊に係る

災害復旧工事費５００万円に対するものでござ

います。 

 １１ページをお願いします。 

 款１８、項１・寄附金、目３・農林水産業費

寄附金、節１・農業費寄附金の３００万円は、

八代産畳表の優位性、認知向上に向けた広告宣

伝や、八代産畳表の導入促進及び八代産畳表加

工製品の販売促進を図るために、民間企業等と

共同で協議会を設立し事業を推進するもので、

その協議会設立にかかる費用の一部として企業

から八代産畳表応援寄附金として受け入れるも

のでございます。 

 次の、目４・教育費寄附金、節７・社会体育

費寄附金の５０万円は、令和元年５月２９日に

八代弘済会より寄附があり、スポーツの振興に

役立ててほしいとの意向があったことから、ス

ポーツ振興費寄附金として受け入れるものでご

ざいます。 

 次の、款１９・繰入金、項１・基金繰入金、

目１２、節１・平成２８年熊本地震復興基金繰

入金の５０万円は、その次の、款２１・諸収

入、項４、目５、節８・雑入の消防団員安全装

備品整備等助成金５０万円と合わせまして、消

防団の鏡方面隊と泉方面隊へのＬＥＤバルーン

投光器１台ずつの配備に活用するものでござい

ます。 

 １２ページをお願いします。 

 款２２、項１・市債、目６・土木債、節１・

道路橋梁債の４０４０万円は、先ほど第２表、

地方債補正で説明しました道路整備事業に係る

もので、新庁舎を核とした中心市街地のまちづ

くり促進と、大型クルーズ客船入港に伴うイン

バウンド需用の取り組みを目的とし、整備を行

っている市道本町１丁目２号線について、シン

ボルロード整備事業と位置づけ、誰からも親し

まれにぎわいのある施設となるようオープンス

ペース等を設けるなど、その整備に要する事業

費に対し、充当率９５％の合併特例債を予定し

ております。 

 内容としましては、休憩、読書、ランチなど

の憩いの空間となるシンボルベンチ及びサーク

ルベンチの整備や、驚きと感動の空間を演出で

きるプロジェクションマッピングなどにも利用

できる目隠しフェンスの整備などに係る工事費

４２６０万円で、現在、国と県、ロイヤル・カ

リビアン・クルーズ社が一体となって取り組ん

でいる、くまモンポート八代の整備に合わせ、

令和２年３月の完成を目指すものでございま

す。 

 次に、目８・教育債、節１・小学校債の４９

０万円は、先ほど国庫補助金で説明しました鏡

小学校スクールバス購入にかかるもので、事業

費から補助金を差し引いた額に対し、充当率９

５％の合併特例債を予定しております。 

 次の、目９・災害復旧債に９５０万円を計上

しております。節２・農林水産業施設災害復旧

債２２０万円は、先ほど県補助金で説明しまし

たように、本年８月１４日から１５日にかけて

の台風１０号により被害を受けました、泉町の

林道植木谷線の路肩崩壊に係る災害復旧工事に
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対する市債で、事業費から県補助金を除いた額

に対し、充当率９０％でございます。 

 次の、節３・公共土木施設災害復旧債７３０

万円は、これも先ほど国庫負担金の説明で申し

上げました、本年８月１４日から１５日にかけ

ての台風１０号により被害を受けました泉地区

の市道下屋敷～樅木線の路肩崩壊に係る災害復

旧事業に対する市債で、事業費から国庫負担金

を除いた額に対し充当率１００％でございま

す。 

 以上が歳入でございます。 

 続きまして、歳出を御説明いたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 款２・総務費、項３、目１・戸籍住民基本台

帳費に戸籍住民基本台帳事務事業として３０６

万９０００円を計上いたしております。これ

は、住民票とマイナンバーカードへの旧氏の記

載を定めた改正住民基本台帳法施行令等が令和

元年１１月５日から施行されることに伴い、窓

口サービスの向上、女性活躍推進の基盤整備を

さらに推進する観点から、住民票、マイナンバ

ーカードと同様に、印鑑登録証明書に旧氏が記

載できるよう、印鑑登録証明システムの改修に

要する経費でございます。 

 以上で当委員会に係る歳入及び総務費の説明

といたします。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 市債のところで、市内

一円道路整備事業という説明書きで、このシン

ボルロードの財源ですよということでありまし

たけれども、これはもともと当初予算で１億円

の整備費を、同じく合併特例債を活用して取り

組みますよということであったというふうに思

います。で、事業の説明を、当初予算を可決し

た後ですね、地域説明をしたところ、地域の方

とか関係の方から、もうちょっと整備を充実し

てほしいというような要望があったことから今

回の補正に至ったというような経緯を聞いてお

るわけですけれども、補正という部分から考え

ると、緊急性とかですね、そういったときに補

正を出すような部分を認識しているわけです

が、今回、補正として財源を担当されている財

務のほうとして、この整備事業に対してどのよ

うな査定といいますか、何ていいますか、チェ

ックを働かされたのか、確認をされたのか、そ

のあたりをお聞かせいただければと思います。 

○財政課長（田中智樹君） 財政課、田中でご

ざいます。 

 委員お尋ねのシンボルロードの件ですけれど

も、まず、合併特例債を使ったという点ではで

すね、当初予算のほうでも財源としては合併特

例債を充てていたんですけども、今回、補正予

算についても合併特例債を充てるということ

で、当課のチェックの内容としましては、合併

後の市町村の一体性のある速やかな確立を図る

ことということと、２点目に、市町村の均衡あ

る発展に資する、３点目に、合併後の市町村の

建設を総合的かつ効果的に推進することという

３点のチェックで、今回、特例債の活用という

ことで、財源として充てることといたしまし

た。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） アバウトなといいます

か、総体的にはそういうふうな話になるのかな

とは思うんですが、事業費が当初の予定が１億

で、建設環境委員会に追加補正を出しますよと

いう説明がされたときは５０００万の追加補正

だったというふうに議事録読むと載ってます。

で、事業費１億に対して５０００万の補正、今

回は４２６０万ですかね、事業費、最初のほう

はそういうふうに載っていますが、そのほとん

どを、９５％該当ということですので４０４０

万円市債、――合併特例債でということなんで
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すよね。そのあたりに対して、恐らく担当課と

してもチェックをされたんじゃないかなという

ふうに思うんですけど、そのあたりは具体的に

何もされなかったんですかね。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） お世話になりま

す。 

 たしか建設環境委員会のほうではですね、所

管事務調査で５０００万ということで説明され

たと思いますが、その後、この９月補正にです

ね、来るまでに、原課のほうで中身を精査され

てですね、今回の４２６０万ということで予算

要求されまして、実際、来年、令和２年の３月

にですね、くまモンポート八代、外港のほうが

整備が完了するというのにあわせましてです

ね、どうしても急ぎですね、整備をしないとい

けないということで、やむを得ず今回の９月補

正に至った次第でございまして、中身につきま

しても当初考えていた分よりもさらにですね、

充実させた整備ができるようにということで、

ベンチとかプロジェクションマッピングができ

るようなですね、そういった施設整備にどうし

ても必要ということで補正に至ったわけでござ

います。 

○委員（大倉裕一君） 理解はしたいと思いま

すが、他市のこういうシンボルロードの整備事

業を調べてみると、補助事業を活用されている

ところがあるんですよね。で、当初予算では、

私、賛同というか賛成をした事業内容じゃある

んですけど、改めてこのシンボルロードが補助

事業として該当しなかったのか、なぜ該当しな

いのかというところをお聞かせいただいていい

ですか。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） たしか当初の時

点でですね、補助事業に該当しないのかという

のは、再三ですね、担当課のほうにも確認しま

して、補助事業には該当しないのでやむを得ず

単独事業として整備させていただきたいという

ことで、補助事業には該当しないというのは確

認したんですけど、そこの詳しい内容までちょ

っと、聞いたはずなんですけど、ちょっと。改

めて確認したいと思います。 

○委員（大倉裕一君） 何ていうんですかね、

補助事業からやっぱり入っていただきたいとい

うふうな思いを持ってお尋ねをしたんですけ

ど、そのあたりはきちんと委員会で説明をでき

るように、何ていうんですかね、答えを把握し

とっていただきたいというふうに思います。ま

た後ほどでも構いませんので、そのあたりをし

っかり教えていただきたいと思います。できれ

ば委員会の開催中ですね、にでも教えていただ

いたほうが、今の状況としては賛同という部分

まで行っていないところがありますので、後ほ

ど教えていただきたいというふうに思います。 

○委員長（前川祥子君） 委員会中の回答とい

うことで。 

○委員（大倉裕一君） はい。できればそのよ

うにお願いしたいと思います。 

○委員長（前川祥子君） 委員会中に、じゃ

あ、できますか。後ほどでも構いませんけど、

よろしいですか。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） はい。 

○委員（大倉裕一君） 引き続きなんですけ

ど、財源、合併特例債を活用ということでし

た。これまでも委員会の中でずっと合併特例債

の活用状況というのを聞いてきたんですけど、

今回の補正で合併特例債がどれだけ活用されて

いるのかということをお聞かせいただけます

か。 

○財政課長（田中智樹君） まず、本市の借り

入れの限度額は御案内のとおり、約４０１億円

ということは御存じだと思います。で、今回の

９月補正分までの活用額が約２６１億円でござ

います。ですので、残りが約１４０億円という

ことになります。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま
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す。引き続きいいですか。 

 １１ページの寄附金で、４目・教育費の寄附

金なんですけど、弘済会からの寄附だったとい

うことでお聞きしましたけれども、残りの額が

残っているんでしょうか、これで全て吐き出し

といいますか、使ってしまうということになる

んでしょうか。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） ５０万きっかり

ですね、執行するという予定でございます。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。ありませんですか。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了し

ます。意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 先ほど述べましたシン

ボルロードの件なんですけども、市民の方か

ら、やれシンボルロードの整備ということに対

して、非常に不安の声、特にインバウンド効果

というような話をされて、船も少なくなっとっ

じゃないかと、で、慌てて整備をする必要があ

るのかというようなですね、お声を物すごく聞

き始めました。というのも、新聞報道等で補正

内容が載ったと。で、また当初予算で１億の予

算を財源としているということが、その市民の

皆さんの不安というところにつながっているの

かなというふうに思います。 

 で、一方では、道路ですね、市民の生活道路

という整備がなかなか進んでいかない。こうい

ったところの財源の確保というのもしっかり財

務のほうにはお願いをしておきたいというふう

に思うところです。 

 それと、シンボルロードについては、先ほど

そういう不安がありました、で、１億４２６０

万ですかね、これだけかけて整備をするという

覚悟、それから責任を持ってですね、取り組ん

でいただきたいというふうに思います。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 以上です。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で、歳入等及び

歳出の第２款・総務費について終了します。 

 次に、歳出の第８款・消防費について、総務

企画部より説明願います。 

○総務企画部総括審議員兼次長（山田純子君） 総

務企画部の山田でございます。 

 消防費につきまして御説明をさせていただき

ます。着座にて説明させていただいてよろしい

でしょうか。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○総務企画部総括審議員兼次長（山田純子君） そ

れでは、補正予算書１６ページをお願いいたし

ます。下段の表でございます。 

 款８・消防費、項１・消防費、目２・非常備

消防費では１５１５万円を追加し、補正後の金

額を３億４３３万円といたしております。 

 内容といたしましては、まず、消防操法大会

等事業としまして４００万円を計上いたしてお

ります。こちらは、先月当市で開催されました

第６回熊本県女性消防操法大会におきまして、

八代方面隊本部分団が優勝し、来たる１１月１

３日水曜日に横浜市で開催されます、第２４回

全国女性消防操法大会へ出場するための費用と

しまして、旅費、ポンプなどの運搬費、出場の

助成金を計上しております。 

 次に、消防団整備事業としまして、１１１５

万円を計上いたしております。こちらは、消防

団の資機材整備に係る２つの事業となっており

ます。 

 まず、消防団救助能力向上資機材緊急整備事

業としまして１０１５万円を計上しておりま
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す。これは、平成３０年１２月に閣議決定され

ました国の防災・減災、国土強靭化のための３

か年緊急対策を受けまして、災害時の消防団の

より効果的な救助活動を実現するため、消防庁

の補助金を活用し、未整備の救急・救助用資機

材の整備を進めるものとなっております。 

 ＡＥＤ、油圧切断機、エンジンカッター、チ

ェーンソー、油圧ジャッキの救助用資機材を消

防団へ整備する費用として、備品購入費を計上

しております。なお、特定財源の国県支出金３

３８万２０００円は、消防団設備整備費補助金

でございます。 

 次に、消防団員安全装備品整備等助成事業と

しまして、１００万円計上しております。これ

は、消防の夜間活動時の照明としまして、消防

団へＬＥＤバルーン投光器２台を配備する費用

としまして、備品購入費を計上しております。 

 ＬＥＤバルーン投光器につきましては、平成

２７年度より各方面隊への計画的な配備を進め

ております。今回は鏡と泉の各方面隊へ１台ず

つ配備することとしております。なお、特定財

源のその他は、消防団員安全装備品整備等助成

金５０万円、熊本県地震復興基金繰入金５０万

円、合計１００万円となっております。 

 以上、消防費の説明とさせていただきます。

御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 消防操法大会について

お尋ねをしたいと思いますが、まず、本市の女

性消防団の方々が優勝されたということでです

ね、お祝いを申し上げたいと思いますが、この

４００万円の旅費の根拠、何に基づいてこの４

００万円ということを申請されているのかとい

うことを聞かせていただいて、よろしいです

か。 

○危機管理課長（廣兼和久君） 失礼します。

危機管理課、廣兼でございます。 

 今回の女性操法大会で優勝をいたしまして、

横浜へということで経費を計上いたさせていた

だいております。この経費のほうは、旅費とポ

ンプの輸送費等が入っておりますが、この４０

０万円という数字は、主には、旅費が主になっ

ているというところではございます。 

 全国大会ということですので、応援団のほう

も行くようにしております。各消防団の方と本

部分団ですので、本部分団の応援ということで

合わせましてですね、応援に行くというところ

で４００万円というふうな数字になっておりま

す。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 過去に例があったのか

どうかということもお聞かせいただいていいで

すか。全国大会に出場されたということを。 

○総務企画部総務企画審議員（緒方 浩君） お

はようございます。総務企画部、緒方でござい

ます。 

 過去に前例がということでございますけど

も、平成２７年ですね、八代市女性消防隊が全

国大会というところで、出場されているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） そのときも今回と同じ

ような予算申請でしょうか。 

○危機管理課長（廣兼和久君） 失礼します。

廣兼です。 

 前回のはですね、最終的には３００万ぐらい

で済んでおります。これは、一応、消防団等に

ですね、応援に行く行かないということをです

ね、募集をいたしまして、人数がちょっと減っ

たというところでございました。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 今回も同じような募集

といいますか、実際のところを応募されてとい

う形になるんでしょうか。で、その場合、予算
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に達しなかった分についてはどのようにされる

のかということをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○危機管理課長（廣兼和久君） 今回はです

ね、前回とまた開催場所がちょっと違うという

ところもありまして、旅費のほうはですね、前

回と若干違うところがございますが、今回も各

消防団のほうにはですね、募集はかけておりま

して、応援に行かれる方ということでかけてお

りますので、人数が出てきたというところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 意見になると思うんで

すけども、活動しやすい環境をつくっていただ

いてですね、いい成績が残されることを期待し

たいというふうに思います。 

 引き続きよろしいでしょうか。 

○委員長（前川祥子君） はい。 

○委員（大倉裕一君） 消防団整備事業で機材

を整備されているということは、これまでも補

正予算で上がってきておりましたので、認識を

しております。その中で、計画を立てて配置を

進めていらっしゃるようですけれども、現在の

進捗率というのは今回の補正予算でどれぐらい

になるんでしょうか。 

○危機管理課長（廣兼和久君） 済みません、

今回の予算計上ですが、２つありまして、先ほ

ど説明がありましたＡＥＤ、油圧切断機、エン

ジンカッター等はですね、３カ年計画というこ

とになっておりますので、ことしが２年目とい

うことになります。で、来年で終わりというこ

とになります。 

 あと、バルーン投光器に関しましては、今、

整備を実際に２７年度から進めておりますが、

各方面隊に整備をするということで、八代はち

ょっと大きいので八代だけ５つ、あとは各町ご

とで、１０ということで今整備を進めている段

階でございます。ことしで１０台ということに

なりますので、あと１０台ということで、半分

ということになっております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 計画に進めていらっし

ゃるということは理解をしたいというふうに思

います。 

 最近、山の遭難とか、今、ニュースでも出て

ますように、子供さんがですね、行方不明にな

られたとか、そういったときに有効に使えるも

のだというふうに思いますので、計画的な整備

をあわせてお願いしておきたいというふうに思

います。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本隆一君） 同じ操法大会に向けて

の質問というか確認ですけれども、現在、女性

団員さんは何名おられるのかということと、そ

れから、応援で行かれる方も何名なのかとか、

それから、女性団員の定員はあるのか、それと

も、今後の団員の勧誘というんですかね、そう

いうことに対しての取り組み、担当課が来てお

られるので、よかったら、わかる範囲内で結構

ですので。 

○危機管理課長（廣兼和久君） 失礼します。 

 まず、女性消防隊なんですが、今、八代には

２つございます。今回、出場する本部分団の女

性隊と、あと女性消防隊というのがございまし

て、今回、出場する本部分団は１０名いらっし

ゃいます。で、今回、選手も含めて９人ほど横

浜のほうには行かれるという予定になっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） 済みません、今後

の。 

○危機管理課長（廣兼和久君） 済みません。

定員はですね、女性消防団員が幾らというのは

ございません。で、今後もですね、随時、募集

をしていくということでしております。 
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○委員（橋本隆一君） ありがとうございま

す。 

 関連して。定員がないっちゅうことであれな

んですけれども、よければ、ある程度その目標

数とかですね、何か提示をされて、今年度は何

名募集しますよとか、どこまでいけるのかって

いうところまで、ある程度、何か計画されたら

いのかなという、今、印象がありました。 

 済みません、質問じゃなくて、また意見でも

よかったんですけど。 

○委員長（前川祥子君） 意見でよろしいです

か。 

○委員（橋本隆一君） 意見で、じゃあ、済み

ません。 

○委員長（前川祥子君） それに対する答えは

別によろしいですか。 

○委員（橋本隆一君） その辺をどのようにお

考えですかということで。 

○危機管理課長（廣兼和久君） 今、条例で定

員が２５００名というふうに決まっておりまし

て、そのうち、今、２３００ぐらいおります、

消防団がですね。ですから、今の女性消防隊

員、女性を何人という規定はしていないんです

が、なるべくふやしたいという気持ちはござい

ますので、目標を持って今後できればなと思っ

ております。 

○委員（橋本隆一君） はい、理解できまし

た。ありがとうございました。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） １つ教えてください。

ＡＥＤを１３台入れられますけれども、消防団

にＡＥＤ、ああ、なるほどなと思ったんです

が、これ何か、何年か置きにはたしか更新せん

といかんだったですよね。何年ですかね。 

○危機管理課長（廣兼和久君） パッドとです

ね、あとは充電池がありまして、パッドが５年

ぐらいだったと思います。で、充電池のほうが

７年ぐらいだったんではないかと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員（村川清則君） 補修するときには、補

助金もなんにもないわけですよね。 

○危機管理課長（廣兼和久君） これを次回更

新のときには、今のところ補助金はないという

ふうに考えております。 

○委員（村川清則君） いいです。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 質疑は以上で終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（古嶋津義君） 消防団の救助能力向上

資機材緊急整備事業でありますが、実は阪神・

淡路大震災のときですね、ジャッキとか、のこ

ぎりとか、そういう救出の機器、三種の神器と

いうそうですが、なかなか足らなかったという

ことで、整備工場から自動車のジャッキまで借

りてきて、木造家屋については包丁まで使って

救出をしたという事例がございましてですね、

ぜひこの辺のところは、緊急ではありますが、

なるたけ整備の促進をお願いしたいと思いま

す。 

 それと、先ほどＡＥＤの話が出ました。その

ときですね、子供用のパッドがなかったそうで

す。その現場でですね。子供用がなくても、大

人用を使ってもいいということではあったんで

すけど。その辺の整備もお願いをしておきたい

と思います。 

 それと、先ほど女性の消防隊員ですが、ちょ

うど２７年のときですね、そこのばんぺいゆ号

で一緒になりましてですね、うちは会派の視察

でございまして、朝ちょっと早かったもんです

から、女性消防隊が少しですね、手間が要りま

して、飛行機の時間にやっと間に合うた状況で
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ありましたので、その辺のところは少し要領よ

くお願いをしたいなというふうに思っておりま

す。ほかのお客さんからも、ちょっと苦情が出

ましたので、一言申し上げておきます。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） ほかに意見ございま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） ないようでしたら、

歳出の第８款・消防費の説明は終わりますが、

先ほど大倉委員のほうから、シンボルロードの

事業の補助事業に該当しないのかということの

確認ですが、わかりましたでしょうか。 

○財政課主幹兼財政政策係長（米村寛樹君） こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）先

ほどのシンボルロード事業の補助がとれなかっ

たのかという御質問なんですけれども、とれな

かった理由としまして、今回の工事が道路の拡

幅工事ではなかったということ、さらに、大

体、維持管理では補助メニューはあるんですけ

ど、今回の場合が、周辺一帯の整備ではなく、

シンボルロード１路線の整備だったということ

から、補助事業としてはとることができなかっ

たということになります。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） 今の説明でよろしい

ですか、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 補助事業がとれるよう

に努力はされたということで理解をしたいと思

います。したけども、残念ながらこの整備が、

補助事業の条件に該当しなかったということで

理解をしたいというふうに思います。 

 ありがとうございました。 

○委員長（前川祥子君） それでは、これより

採決いたします。 

 議案第５４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわります。 

                              

◎議案第５６号・専決処分の報告及びその承認

について（令和元年度八代市一般会計補正予

算・第３号（関係分）） 

○委員長（前川祥子君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第５６号・令和元年度八代市一般

会計補正予算・第３号中、当委員会関係分に係

る専決処分の報告及びその承認についてを議題

とし、説明を求めます。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 財務部の尾﨑で

ございます。よろしくお願いいたします。着座

にて説明させていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、議案

書の１ページをお願いいたします。 

 議案第５６号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は、令和元年度八代市一般会計補正予算

書・第３号で、６月定例会後に災害復旧事業に

伴う起債限度額の変更などを行う必要から、令

和元年７月１９日に専決処分を行ったものでご

ざいます。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 それでは、５ページをお願いします。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます

が、歳入歳出それぞれ３５２０万円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ６４７億３４

４０万円といたしております。 

 また、第２条で地方債の補正をお願いしてお

りますが、内容につきましては７ページの表で

説明いたします。 

 それでは、７ページをお願いいたします。 
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 第２表、地方債補正でございますが、１の変

更で、災害復旧事業において限度額を増額いた

しております。詳しい内容は後ほど、歳入、款

２２・市債で説明いたします。なお、起債の方

法、利率、償還の方法につきましては、補正前

と同じでございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 １１ページをお願いします。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で、

２３２９万９０００円を計上しております。こ

れは、今回の補正予算の一般財源でございま

す。 

 次に、款１５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目３・災害復旧費国庫負担金、節１・公共

土木施設災害復旧費負担金で、２２０万１００

０円を計上しております。これは、６月末から

の梅雨前線豪雨で被害を受けました腰越～平線

の仮設道整備にかかる災害復旧事業費３３０万

円に対する国からの道路橋梁施設災害復旧費負

担金でございます。 

 次に、款２２、項１・市債、目９・災害復旧

債、節３・公共土木施設災害復旧債で、９７０

万円を計上しております。 

 まず、道路橋梁施設災害復旧事業の５２０万

円のうち１００万円は、６月末からの梅雨前線

豪雨により被害を受けました、泉地区の市道腰

越～平線ののり面崩壊による孤立解消のための

仮設道整備にかかるもので、補助工事費３３０

万円に対して、先ほど御説明いたしました国庫

負担金２２０万１０００円を差し引き後、充当

率１００％の補助災害復旧事業債でございま

す。残り４２０万円につきましても、６月末か

らの梅雨前線豪雨により被害を受けました、坂

本地区の市道枳ノ俣線ほか３路線ののり面崩壊

など崩土の復旧や、泉地区の市道腰越～平線ほ

か２路線ののり面崩壊による本復旧のための測

量設計業務委託や崩土の復旧工事などのほか、

東陽地区の久木野座連線の崩土撤去にかかる災

害復旧工事に対する市債で、充当率１００％で

ございます。 

 次の河川施設災害復旧事業の４５０万円は、

６月末からの梅雨前線豪雨により被害を受けま

した、二見地区の南川などの護岸崩壊や坂本地

区の小野川ののり面崩壊による災害復旧工事に

かかる市債で、充当率１００％の単独災害復旧

事業債でございます。 

 以上が歳入の説明でございますが、総務委員

会に付託されました歳出はございませんので、

これで説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見もあ

りませんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５６号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

                              

◎議案第５７号・専決処分の報告及びその承認

について（令和元年度八代市一般会計補正予

算・第４号（関係分）） 

○委員長（前川祥子君） 次に、議案第５７

号・令和元年度八代市一般会計補正予算・第４

号中、当委員会関係分に係る専決処分の報告及

びその承認についてを議題とし、説明を求めま
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す。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 引き続き、座ら

せていただきまして、説明させていただきま

す。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 議案書の１５ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第５７号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は、令和元年度八代市一般会計補正予算

書・第４号で、６月定例会後に災害復旧事業に

伴う起債限度額の変更などを行う必要から、令

和元年８月２日に専決処分を行ったものでござ

います。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 それでは、１９ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます

が、歳入歳出それぞれ１７５０万円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ６４７億５１

９０万円といたしております。 

 また、第２条で地方債の補正をお願いしてお

りますが、内容につきましては２１ページの表

で説明いたします。 

 それでは、２１ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正でございますが、１の変

更で、災害復旧事業において限度額を増額いた

しております。詳しい内容は後ほど、歳入、款

２２・市債で説明いたします。なお、起債の方

法、利率、償還の方法につきましては、補正前

と同じでございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 ２５ページをお願いします。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で、

１４３０万円を計上いたしております。これ

は、今回の補正予算の一般財源でございます。 

 次に、款２２、項１・市債、目９・災害復旧

債、節２・農林水産業施設災害復旧債で３２０

万円を計上しております。 

 これは、７月の梅雨前線豪雨で被害を受けま

した、泉町の林道菊池人吉線の災害復旧工事に

おいて不可抗力による損害に対する補償金の市

債で、充当率６５％の単独災害復旧事業債でご

ざいます。 

 以上が歳入の説明でございますが、総務委員

会に付託されました歳出はございませんので、

これで説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） ないということです

ので、これより採決いたします。 

 議案第５７号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第４号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 執行部入れかえのため小会いたします。 

（午前１０時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時００分 本会） 

◎議案第５９号・地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備等に関する条例の制定について 

◎議案第６０号・八代市会計年度任用職員の給

与等に関する条例の制定について 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第５９号・地方公務員法及び地方自治法
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の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備等に関する条例の制定について及び議案第

６０号・八代市会計年度任用職員の給与等に関

する条例の制定については、関連がありますの

で、本２件を一括議題とし、採決については個

々に行いたいと思います。 

 それでは、本２件について一括して説明を求

めます。 

○人事課長（濱田浩介君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

人事課の濱田でございます。 

 議案第５９号・地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備等に関する条例の制定について及び議案第

６０号・八代市会計年度任用職員の給与等に関

する条例の制定については、関連がありますの

で、一括して御説明させていただきます。着座

にて説明させていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○人事課長（濱田浩介君） まず、条例案の説

明に入ります前に、地方公務員法及び地方自治

法の一部改正の内容と会計年度任用職員制度に

ついて御説明いたします。 

 配付しております資料で、右肩に議案第５９

号・第６０号関係資料と記載しております資料

をお願いいたします。 

 まず、１の地方公務員法及び地方自治法の一

部改正についてですが、地方公務員の臨時・非

常勤職員につきましては、各地方公共団体で年

々増加しており、さまざまな分野で活用されて

いますことから、現状において地方行政の重要

な担い手となっております。 

 このような中、臨時・非常勤職員の適正な任

用、勤務条件を確保することが求められ、地方

公務員法及び地方自治法の一部が改正されまし

た。 

 なお、この改正法は令和２年４月１日から施

行されることとなっております。 

 それでは、まず、（１）地方公務員法の改正

点でございますが、大きく３点あります。 

 １点目が、特別職非常勤職員の任用の厳格化

であります。 

 本市におきましては、事務補助や保育士等を

特別職として任用しているケースはありません

が、全国的には、通常の事務職員等であっても

特別職の非常勤職員として任用しているケース

が多く見受けられ、一般職であれば課される守

秘義務などの服務規律等が課されないなどの問

題が生じておりました。そのため、特別職の範

囲が、専門的な知識経験に基づき、助言、調査

等を行う者などに厳格化されることになりまし

た。 

 次に２点目、臨時的任用職員の厳格化であり

ます。 

 臨時的任用は、本来、緊急の場合等に、選考

等の能力の実証を行わずに職員を任用する例外

的な制度でありましたが、こうした趣旨に沿わ

ない運用が見られましたことから、その対象

が、常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化され

ることになりました。 

 このように、臨時的任用職員については、あ

くまでも常勤職員の代替ということになり、常

勤職員と同様にフルタイムの任用に限られ、常

勤職員が行うべき業務に従事するとともに、給

料、旅費及び手当が支給されることになりま

す。 

 本市におきましても、これまで多くの臨時的

任用職員を任用しておりましたが、今後は、職

員が欠員となった場合で、緊急の場合、臨時の

職に関する場合にしか任用できなくなり、多く

の場合、臨時的任用職員としての任用はできな

くなります。 

 次に、３点目、一般職の非常勤職員の任用等

に関する制度の明確化であります。 

 特別職の非常勤職員や臨時的任用職員の任用

が厳格化され、今後は一般職の非常勤職員での
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任用が中心となりますが、これまで法律上、一

般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明

確でありましたことから、一般職の非常勤職員

として新たに会計年度任用職員に関する規程が

設けられ、その任用等に関する制度が明確化さ

れることになりました。 

 次に、（２）地方自治法の改正点ですが、こ

ちらは給与に関する部分で、会計年度任用職員

に対して期末手当の支給ができる規定が整備さ

れました。 

 資料の２ページをお願いします。 

 ２の会計年度任用職員制度について御説明い

たします。 

 会計年度任用職員につきましては、地方公務

員法上、４月から３月までのいわゆる一会計年

度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職員と

定義され、パートタイム職員とフルタイム職員

の２つの類型が設けられました。 

 その上で、フルタイムの会計年度任用職員に

つきましては、給料、旅費及び一定の手当が支

給できることになり、パートタイムの会計年度

任用職員につきましては、報酬、費用弁償及び

期末手当が支給できることになりました。 

 このように、地方公務員法及び地方自治法の

改正に対応し、また、会計年度任用職員制度を

運用していくに当たって、条例の整備が必要に

なり、今回、２件の条例議案を提案させていた

だいたものでございます。 

 １件目が、今回の地方公務員法及び地方自治

法の改正に伴い、既存の条例１５件の一部を改

正するものです。 

 ２件目が、今回新たに創出されました会計年

度任用職員の給与等につきまして、必要な事項

を定めるものであります。 

 それでは、議案第５９号・地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備等に関する条例につきまして御

説明いたします。 

 議案書は３１ページからになります。 

 提案理由につきましては、先ほども申しまし

たとおり、地方公務員法及び地方自治法の一部

改正に伴い、関係条例の整備を図るため、所要

の条例を改正する必要があるためであります。 

 説明につきましては、右肩に議案第５９号関

係資料と記載しておりますホチキスどめの資料

の新旧対照表を使って説明させていただきま

す。 

 それでは、各条例の一部改正の主な内容につ

きまして、１つずつ説明してまいります。 

 まず、第１条関係は、八代市人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例ですが、非常勤職

員の定義を修正し、フルタイムの会計年度任用

職員を報告事項の対象とするものです。 

 次に、第２条関係は、八代市職員定数条例

で、定数条例の対象となる職員の定義を修正す

るものです。 

 先ほど、臨時的任用職員を任用できるのは、

常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化されたと

説明いたしましたが、さらに、その上で任用で

きるのは、緊急の場合または臨時の職に関する

場合になりますが、緊急の場合は、臨時の職で

ないことから、定数条例の対象となることにな

りますが、臨時の職に関する場合は、１年以内

に廃止することが予想される職でありますこと

から、定数条例の対象外となります。 

 そこで、第１条の定数条例の職員の定義か

ら、臨時的任用職員のうち、臨時の職の場合は

定数から除くというものです。 

 次に、第３条関係は、八代市職員の分限に関

する手続及び効果に関する条例ですが、会計年

度任用職員の任期は最長で１年でありますこと

から、分限による休職期間を、常勤職員とは異

なり、任期の範囲内とするものです。 

 資料の２ページをお願いします。 

 第４条関係は、八代市職員の懲戒の手続及び

効果に関する条例ですが、この条例の対象とな
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る職員には会計年度任用職員も含まれますが、

パートタイムの会計年度任用職員については給

料ではなく報酬を支給しますので、パートタイ

ムの会計年度任用職員の懲戒による報酬の減額

に関する規定を追加するものです。 

 なお、パートタイム職員には時間外手当等の

手当に相当する額も報酬として支給しますが、

懲戒の対象となる報酬からは手当に相当する額

は除きます。 

 次に、第５条関係は、八代市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例ですが、まず第７条の

休息時間につきましては、今回の会計年度任用

職員制度とは関係ありませんが、休息時間の適

用がありました市立病院が既に廃止されていま

すことから、休息時間に関する規定を削除して

おります。 

 第１２条では、臨時的任用職員にも、常勤職

員と同様に、１月から１２月の一暦年ごとに年

次有給休暇をその在任期間を考慮して付与する

規定を追加しております。 

 第１８条では、「臨時又は非常勤の職」を

「会計年度任用職員」に改め、臨時的任用職員

につきましては本条例を適用することとし、会

計年度任用職員の勤務時間、休暇等については

別に規則で定めるとしたものです。 

 資料の３ページをお願いします。 

 第６条関係は、八代市職員の育児休業等に関

する条例ですが、第７条第２項は、育児休業を

している職員の勤勉手当の支給に関する規定に

なります。 

 育児休業は、常勤職員のみならず、一定の条

件を満たす非常勤職員も取得できますが、会計

年度任用職員へは勤勉手当を支給しませんの

で、対象から除いています。 

 また、第８条は、育休から復帰した職員の号

給の調整に関する規定ですが、会計年度任用職

員は会計年度ごとに新たな任用となり、任用の

たびに職務経験等を考慮して新たに給料または

報酬を決定することになりますから、昇給とい

う概念がありませんので、第８条から会計年度

任用職員を除いております。 

 資料の４ページをお願いします。 

 第７条関係は、職員団体のための職員の行為

の制限の特例に関する条例でありますが、第２

条は、給与を受けながら職員団体の活動等がで

きる場合の規定ですが、会計年度任用職員が休

職した場合は給与の支給がありませんので、会

計年度任用職員が休職した場合を対象から除く

ものです。 

 資料のほうは４ページから５ページになりま

すが、第８条、第９条関係は、八代市教育委員

会委員の報酬及び費用弁償条例、八代市報酬及

び費用弁償条例となりますが、いずれも地方自

治法の改正によります参照条文のずれを解消す

るものです。 

 次に、第１０条関係は、八代市一般職の職員

の給与に関する条例ですが、「臨時又は非常勤

の職員」の給与に関する規定を「会計年度任用

職員」の給与に関する規定に改め、会計年度任

用職員の給与につきましては、この後の議案第

６０号の八代市会計年度任用職員の給与等に関

する条例で定めるとしたものです。 

 次に、第１１条は、八代市技能労務職員の給

与の種類及び基準に関する条例ですが、第２１

条において、技能労務職員である会計年度任用

職員の給与については、他の技能労務職員の給

与との均衡を考慮して、市長が別に定めるとし

たものです。 

 資料の６ページをお願いします。 

 第１２条関係は、八代市職員退職手当支給条

例ですが、第３条第２項は、パートタイムの会

計年度任用職員は退職手当の支給対象とならな

いとするものです。 

 資料の６ページから７ページでありますが、

第１３条関係は、議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例ですが、フル
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タイムの会計年度任用職員や企業職員、技能労

務職員には給料を支給することになるため、補

償基礎額に給料を追加するものです。 

 次に、第１４条関係は、八代市企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例ですが、企業職

員となる会計年度任用職員の給与の種類及び基

準は、他の会計年度任用職員の例によるものと

するものです。 

 最後に、第１５条関係は、公益的法人等への

八代市職員等の派遣等に関する条例ですが、地

方公務員法の改正によります参照条文の修正で

あります。 

 なお、本条例の施行日につきましては令和２

年４月１日といたしております。 

 それでは、続きまして、議案第６０号・八代

市会計年度任用職員の給与等に関する条例につ

きまして御説明いたします。 

 議案書は３７ページからになります。 

 なお、説明につきましては、右肩に議案第６

０号関係資料と記載してある資料を使って説明

させていただきます。 

 条例制定の趣旨につきましては、地方公務員

法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度

任用職員の給与等に関し必要な事項を定める必

要があるためでございます。 

 条例制定の主な内容ですが、第２条から第７

条におきまして、会計年度任用職員の給与の種

類及びその算定等について定めております。 

 給与の種類としましては、資料の２の（１）

の表にお示ししておりますが、フルタイム職員

につきましては、給料、通勤手当、時間外手当

等、及び期末手当を支給することとしておりま

す。パートタイム職員につきましては、報酬、

通勤手当等については費用弁償として、時間外

手当等につきましては報酬として、及び期末手

当を支給することとしております。 

 また、旅費につきましては、フルタイム職員

には常勤職員と同様に旅費として支給し、パー

トタイム職員には費用弁償として支給すること

としております。 

 次に、（２）の第３条関係になりますが、フ

ルタイム職員の給料につきましては、一般職給

与条例に規定する常勤職員の行政職給料表を準

用することとしまして、看護師等につきまして

は、国の基準を参考に、本条例の別表第１の医

療職給料表によることとしております。 

 次に、第４条関係になりますが、パートタイ

ム職員の報酬につきましては、フルタイム職員

の規定による基準月額を用いて、それぞれ勤務

する時間、日数に応じて算出することとしてお

ります。 

 次に、通勤手当について御説明いたします。

戻りますけども、議案書の３９ページをお願い

いたします。 

 議案書の３９ページから４０ページにかけま

して、会計年度任用職員の通勤手当の額につい

て定めております。通勤手当につきましては、

パートタイム職員につきましては費用弁償とな

りますが、基本的に常勤職員と同様の規定とな

っております。 

 それでは、資料のほうに戻っていただいて、

資料の２ページの（３）をお願いします。 

 第７条で、会計年度任用職員の期末手当の支

給に関し必要な事項について定めております。

期末手当につきましては、任期が６カ月以上の

会計年度任用職員に支給されることとなりま

す。 

 なお、支給につきましては、常勤職員との均

衡を図るため、常勤職員の規定を準用すること

としておりますが、支給割合につきましては、

２年程度の期間をかけて段階的に引き上げる取

り扱いとする予定としております。 

 次に、資料の（４）をお願いします。 

 表に、第１０条で規定しておりますフルタイ

ム職員とパートタイム職員の勤務１時間当たり

の給与額の算出方法を記載しております。１５
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５時間とありますのは、１カ月当たりの勤務時

間数であります。１日７.７５時間の２０日間

ということで、１５５時間というふうになりま

す。 

 会計年度任用職員が定められた勤務時間中に

勤務しない場合に、この計算によって算出され

ました１時間当たりの給与額が減額されること

になります。また、時間外手当等を算出する際

にも、この１時間当たりの給与額が基礎となり

ます。 

 最後に、本条例の施行日は令和２年４月１日

といたしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について一括して質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

○委員（大倉裕一君） 今回の会計年度任用職

員の雇用の継続年数は３年と、最大３年という

ことですよね。３年でリセットといいますか、

また次に面接を受けなければならないというこ

とになるんだろうというふうに思うんですけど

も、その前の勤務成績、そういったところは誰

が判断をして、次の任用に当たっての評価、そ

ういったところにつながっていくんでしょう

か。そこのあたりを少し御説明いただければと

思います。 

○人事課長（濱田浩介君） 評価に当たって

は、実際に任用された所管課の所属長が評価を

することになります。それを次の任用にどう反

映するかにつきましては、また同じ場所であれ

ばですね、同じ課に配属ということであれば、

そこの、そのまま評価されたところで使えるん

ですけども、また別のところに例えば任用とい

うことになった場合はですね、その分は人事課

のほうで一旦把握しまして、それを新たに応募

された、別の課であればですね、そういったと

ころにお示しするような形になるかと思いま

す。 

○委員（大倉裕一君） 採用試験の内容なんで

すけども、新しく選考されるときの採用試験な

んですけど、そのときは一般教養と面接という

形になるんでしょうか。その選考に当たってど

ういう方々が対応されるのか。組織をつくられ

るのかどうか。そのあたりをお聞かせいただけ

ますか。 

○人事課長（濱田浩介君） 再度の任用に当た

っては、選考という方法によることとしており

ますけども、選考に当たってはですね、今もっ

て、筆記試験、教養試験とか、そういったもの

は現時点では考えておりません。これまでに市

の中で任用の経験等があればですね、その際の

評価、あるいは応募されたときの履歴書あたり

を参考にですね、面接を行っていただいて、実

際に任用される担当課のほうで選考をしていた

だくという形になるかと思います。 

○委員（大倉裕一君） 一般質問でも複数の方

が取り扱われて、私も取り扱ったんですけど

も、一般質問の答弁の中では、今後明らかにし

ていきたいという部分が多々あったというふう

に思ってるんですけど、具体的なものが煮詰ま

っていくのはいつぐらいを予定されているんで

しょうか。 

○人事課長（濱田浩介君） 財政的な部分もあ

りまして、その辺は担当課、財政課あたりとも

協議が必要になります。ただですね、来年度、

４月からスタートするための募集等の時期を考

えれば、できるだけ早く、まず実際に対象とな

られる現在の臨時・非常勤職員さんあたりに説

明をしないといけないと思います。それはでき

るだけ早目、――具体的にまだいつというのは

決まってないんですけれども、できる限り早く

したいなとは考えています。１０月とか１１月

とかですね。来月とか再来月とかまでにはしな

いといけないのかなとは思っています。 

○委員（大倉裕一君） 今後のスケジュールと
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いう点では、どういった計画をされております

か。スケジュールを持って取り組んでいかない

となかなか、そこもお流れお流れではいけない

というふうに思いますので、そのあたりの考え

方をお聞かせください。 

○人事課長（濱田浩介君） 今後のスケジュー

ルにつきましては、先ほども言いましたとお

り、まずは、担当課もですけども、実際に対象

となられる臨時・非常勤職員さんに対する説明

会をまず実施しまして、その後、早いものであ

ればもう１２月から募集のほうをしたいと思い

ます。あと１２月から１月にかけてですね、募

集のほうをしたいと思います。その後は選考を

行いまして、４月からスタートというふうに考

えております。 

○委員（大倉裕一君） 説明会についてはいつ

ということは申し上げられなかったんですけ

ど、１２月から募集をされるということであれ

ば、１２月前には説明会をされるということで

受けとめてよろしいですね。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

○人事課長（濱田浩介君） 説明会については

そのように実施したいと考えております。 

○委員（大倉裕一君） 要望になりますけど

も、所得ですね、所得で、年収は今回引き上げ

になるけれども、月で見た場合に現状よりも所

得が少し落ちると。水準は維持したいというよ

うなお話だったんですけど、どうも全体的な、

専門家の話なんかを聞くと、月収は少し下がる

んじゃないかというような話になっているよう

です。ですので、月収でかなり生活のプランを

考えていらっしゃる方々もたくさんいらっしゃ

いますので、できるだけ月給の水準はですね、

維持をしていただきたいというような要望をお

願いしておきたいと思います。 

○委員長（前川祥子君） じゃあ、要望という

ことで。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（前川祥子君） ほかに質問はありま

せんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（古嶋津義君） 今回の地方自治法の改

正によりまして、勤務条件等が大変よくなった

ように感じてはおりますものの、選考につきま

しては厳格化を図るということでありますが、

今のところ、お答えを聞いている範囲内では、

余り変わってないのかなと思いますので、その

辺のところは少し厳格に、ひとつ採用につきま

してはしてほしいなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） ほかに意見ありませ

んか。ありませんですね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第５９号・地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備等に関する条例の制定については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６０号・八代市会計年度任用職

員の給与等に関する条例の制定については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第６１号・八代市職員の分限に関する手
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続及び効果に関する条例等の一部改正について 

○委員長（前川祥子君） 次に、議案第６１

号・八代市職員の分限に関する手続及び効果に

関する条例等の一部改正についてを議題とし、

説明を求めます。 

○人事課長（濱田浩介君） 議案第６１号・八

代市職員の分限に関する手続及び効果に関する

条例等の一部を改正する条例について御説明い

たします。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○人事課長（濱田浩介君） 議案書は４３ペー

ジからになります。 

 提案理由でございますが、地方公務員法の改

正に伴い一般職の職員の欠格条項が改正されま

したことに伴いまして、本条例において所要の

改正を行う必要があるものでございます。 

 まず、今回改正されました地方公務員法の一

部改正の内容について御説明いたします。 

 配付しております資料で、右肩に議案第６１

号関係資料と記載しております資料の１の地方

公務員法の一部改正についてを使って御説明さ

せていただきます。 

 本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律が令和元年６月１４日に公布され、

同法の中で地方公務員法の一部が改正されたこ

とに伴い、関係条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 今回の地方公務員法の改正の主なものとして

は、まず、地方公務員法における欠格条項であ

る同法第１６条から、第１号の「成年被後見人

及び被保佐人」が除かれることになりました。

また、地方公務員法第２８条第４項では、同法

第１６条の各号に該当した場合は失職するとな

っておりますが、第１号が削除されたことによ

り、職員が成年被後見人等に該当しても失職し

ないこととなりました。 

 また、期末手当、勤勉手当や退職手当につき

ましては、懲戒免職や地方公務員法の欠格条項

に該当する場合には、成年被後見人又は被保佐

人に該当する失職の場合を除き、支給の対象

外、または支給に制限がありました。 

 このように、今回、地方公務員法における欠

格条項から、成年被後見人及び被保佐人である

ことが除かれたことに伴い、本条文を引用して

いる５つの条例を改正する必要があるため、今

回提案させていただいたものです。 

 資料の２の新旧対照表をごらんください。 

 まず、第１条関係は、八代市職員の分限に関

する手続及び効果に関する条例ですが、本条例

の第５条におきまして、地方公務員法第１６条

第２号の規定が引用されておりますが、同条第

１号が削除されましたので、参照条文のずれを

解消するものでございます。 

 資料の２ページ目をお願いします。 

 八代市一般職の職員の給与に関する条例です

が、地方公務員法の改正により、成年被後見人

又は被保佐人に該当することによる失職が除か

れましたことから、本条例の期末・勤勉手当等

に関する規定から、「地方公務員法第１６条第

１号に該当して同法第２８条第４項により、失

職となる。」規定を削除するものでございま

す。 

 資料の３ページ目をお願いします。 

 第３条関係は、八代市技能労務職員の給与の

種類及び基準を定める条例ですが、先ほどの第

２条関係と同様に、「地方公務員法第１６条第

１号に該当して同法第２８条第４項の規定によ

り失職する。」規定を削除するものでございま

す。 

 資料の４ページ目をお願いします。 

 第４条関係は、八代市職員退職手当支給条例

ですが、本条例におきましても、退職手当の支

給制限に係る規定から、「地方公務員法第１６

条第１号に該当する場合を除く。」という規定

を削除するものでございます。 
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 次に、第５条関係は、八代市企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例ですが、先ほどの

第４条関係と同様に、「地方公務員法第１６条

第１号に該当する場合を除く。」規定を削除す

るものです。 

 最後に、本条例の施行期日につきましては、

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の公布の日から６月を経過した日となる令和元

年１２月１４日といたしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６１号・八代市職員の分限に関する手

続及び効果に関する条例等の一部改正について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第６２号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正について 

○委員長（前川祥子君） 次に、議案第６２

号・八代市消防団員の定員、任用、服務等に関

する条例の一部改正についてを議題とし、説明

を求めます。 

○危機管理課消防防災係長（稲崎敬文君） そ

れでは、議案書４７ページの議案第６２号・八

代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条

例の一部改正の説明をいたします。座らせて説

明してもいいでしょうか。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○危機管理課消防防災係長（稲崎敬文君） あ

りがとうございます。 

 それでは、別紙説明資料の新旧対照表をごら

んください。 

 今回の改正は、欠格条項、第４条の１「成年

被後見人又は被保佐人」を削除する改正であり

ます。 

 削除理由でございますが、先ほど人事課から

も説明いたしましたとおり、地方公務員法の改

正に伴い、八代市消防団員の定員、任用、服務

等に関する条例を一部改正するものです。 

 以上で条例改正の説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

でしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６２号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第６３号・八代市印鑑条例の一部改正に
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ついて 

○委員長（前川祥子君） 次に、議案第６３

号・八代市印鑑条例の一部改正についてを議題

とし、説明を求めます。 

○市民課長（西田裕一君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

市民課、西田と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 議案第６３号・八代市印鑑条例の一部改正に

ついて説明をさせていただきます。座って説明

してよろしいでしょうか。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○市民課長（西田裕一君） 議案書の４９ペー

ジをお願いいたします。 

 改正理由、改正内容は、４９ページと５０ペ

ージに記載されておりますが、内容の説明は先

に配付させていただいております資料により御

説明させていただきます。 

 資料はございますでしょうか。 

○委員長（前川祥子君） はい、大丈夫です。 

○市民課長（西田裕一君） ありがとうござい

ます。 

 まず、１、改正理由でございますが、住民

票、マイナンバーカードへの旧氏（旧姓）、ど

ちらも同じ意味でございますが、法令上の表現

に合わせて、ここでは旧氏と表現を統一させて

いただきます。この記載を定めました改正住民

基本台帳法施行令等が平成３１年４月１７日に

公布されまして、令和元年１１月５日から施行

されることに伴いまして、窓口サービスの向

上、女性活躍推進の基盤整備の観点から、住民

票、マイナンバーカードと同様に、印鑑登録証

明書にも旧氏が記載できることや旧氏が入った

印鑑を登録できるよう改正を行うものでござい

ます。 

 次に２、改正内容でございます。住民基本台

帳の旧氏登録者、これは希望される方は申請が

必要でございますが、この旧氏登録者に関し

て、印鑑登録証明においても旧氏が使用できる

よう、八代市印鑑条例の下記の部分を改正する

ものでございます。 

 条例の具体的な改正箇所は資料の２ページ、

３ページにあります新旧対照表の下線部分でご

ざいますが、大変申しわけありませんが、説明

は１ページの資料のほうで、主な改正内容を説

明させていただきます。 

 済みません、引き続き、資料の１ページをお

願いいたします。 

 まず、登録できる印鑑についてですが、現在

の氏に加えて、旧氏が入った印鑑の登録も可能

とするよう改正するものでございます。これは

条例の第５条の改正内容でございます。 

 次に、印鑑登録原票に旧氏の事項も登録する

よう改正するものでございます。これは第６条

の改正内容でございます。 

 続きまして、印鑑登録証明書に旧氏を現在の

氏の横に併記するよう改正するものでございま

す。これは第１３条の改正内容でございます。 

 最後に、印鑑登録の抹消について規定してい

る部分でございますが、印鑑登録者が旧氏を変

更した場合、それまで登録していた印鑑が現在

の氏もしくは変更後の旧氏をあらわすものでな

くなった場合は、その印鑑登録を職権で抹消す

るよう改正するものでございます。これは第１

８条の改正内容でございます。 

 以上、４点が主な改正内容でございます。 

 なお、今、御説明しました４点も同様です

が、そのほかに表現や言い回しを改正した箇所

が幾つかございます。これは総務省が示しまし

た印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に沿っ

て改正をするものでございます。 

 最後に３、施行期日でございますが、適用日

につきましては、住民票とマイナンバーカード

の旧氏併記の開始に合わせて、令和元年１１月

５日からとしております。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。御
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審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本隆一君） 理解できましたが、周

知に関してはどのような形で周知を図られるよ

うにされておられますか。お伺いします。 

○市民課長（西田裕一君） まず、住民票とマ

イナンバーカードの旧氏併記のことにつきまし

て、広報やつしろ１０月号に掲載をする予定で

ございます。今回の議会で御決議をいただけれ

ば、印鑑登録証明書につきましても広報やつし

ろ１１月号やホームページでＰＲをしていきた

いと考えております。 

○委員（橋本隆一君） はい、理解できまし

た。ありがとうございました。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、不勉強で

申しわけないんですが、この旧氏を印鑑登録す

ることで、どういったところでメリット、どう

いう場合に活用が図られるんでしょうか。 

 それと、旧氏を使用できるようにするとなっ

たときには申請が必要ですよということでし

た。申請は無料なのか、有料なのか、どの課に

行けばこの申請が可能になるのかというところ

をお聞かせください。 

○市民課長（西田裕一君） 印鑑登録証明の活

用ということでございませば、今の時点でです

ね、どこで活用できるかというのはなかなか把

握ができていない状況でございまして、総務省

によりますとですね、実際に公的な手続や契約

などの場面で旧氏の使用が認められるかどうか

は、各制度を所管する省庁や、各民間企業の判

断によることになるということでございまし

て、今後の話としては、社会のさまざまな場面

で旧氏が使用しやすくなるよう、引き続き関係

機関に働きかけを行いたいということでござい

ます。 

 もう一つ、委員お尋ねの申請が有料かどうか

ということでございますが、まず、住民票の記

載に申請をしていただく必要がありまして、そ

の際に、申請書に添付するものとして、戸籍の

謄・抄本が必要になります。もちろんこれは有

料ということになります。旧氏ですので、以前

の戸籍が必要になりますので、その氏が記載さ

れている戸籍から現在の戸籍につながるまでの

全ての戸籍が必要になりますので、除籍になっ

ている場合もありますし、現在戸籍の場合もあ

りますが、それらの費用は申請者の御負担とい

うことになります。 

 窓口としましては、今、仮設庁舎の市民課

と、各支所にあります地域振興課、及び鏡では

市民環境課の窓口を考えております。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。なかなか活用の部分は把握ができていない

ということと、申請には戸籍が必要ですよとい

うことで、戸籍を取るときの自己負担が出てく

ると。申請のときは負担は必要ないんですか

ね。そこを確認させてください。 

○委員長（前川祥子君） 申請のときは有料だ

と。先ほど。 

○委員（大倉裕一君） 幾らの。 

○市民課長（西田裕一君） 現在の戸籍だけで

済めば、１通４５０円なんですが、現在と前の

戸籍が必ず要ると思いますので、前の戸籍が生

きていれば、戸籍謄本が２つ要るということに

なりますので９００円ですが、除籍になってい

れば、７５０円かかりますので、１２００円か

かるという形になります。 

○委員（大倉裕一君） 失礼しました。私が聞

き逃してしまっとったですね。戸籍だけ取れば

対応が可能ということになっているということ

で理解をしたいと思います。ありがとうござい

ます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません
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か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６３号・八代市印鑑条例の一部改正に

ついては、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 執行部入れかえのため小会いたします。 

（午前１１時４４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４６分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、行財政の運営に関する諸問題の調

査に関連して２件、執行部から発言の申し出が

あっておりますので、これを許します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（八代市

営中央駐車場の取り扱いについて） 

○委員長（前川祥子君） それでは、八代市営

中央駐車場の取り扱いについてをお願いしま

す。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）市民活動政策課の遠山でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうから、八代市営中央駐車場の取り扱

いについて御報告させていただきます。着座に

て説明をさせていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） 失

礼します。 

 報告内容といたしましては、八代宮南側にあ

ります八代市営中央駐車場を１０月１日から休

止し、公用車及び職員駐車場として利用し、一

部を市民に無料開放するものでございます。 

 資料につきましては、お手元に総務委員会資

料、八代市営中央駐車場の取り扱いについてと

書かれているＡ４縦の一枚紙のものがございま

す。ございますでしょうか。よろしゅうござい

ますか。 

○委員長（前川祥子君） はい。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） そ

れでは、資料の１ページをごらんください。 

 まず、現在の八代市営中央駐車場の概要を簡

単に説明させていただきます。 

 中央駐車場の所在地は八代市松江城町４番３

５号で、地図のとおり、八代宮南側に位置して

おります。面積は１２１５.２６平方メートル

で、駐車台数は５３台となっております。 

 また、利用時間は８時から２１時３０分ま

で、利用料金は入車から１時間以内は１００

円、それ以降３０分を増すごとに５０円となっ
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ており、月決めの駐車場はございません。 

 料金徴収などを含めた管理は、公益社団法人

八代市シルバー人材センターに委託しておりま

す。 

 そのほか、近くにあります八代市立武道館の

駐車場が少ないことから、武道館利用者の駐車

も多く、現在、定期的な利用者の利用料金につ

きましては、１７時３０分から２１時３０分ま

での間は免除しております。なお、免除の申請

者は約１００名となっております。 

 次に、２の中央駐車場の利用状況及び収支で

ございますが、資料には、平成２７年度から３

０年度までの４年間の実績を記載しておりま

す。 

 では、昨年度、平成３０年度をごらんくださ

い。年間の駐車台数は、延べ１万８７５９台と

なっております。 

 次に、収支を見てみますと、駐車場使用料等

の歳入は２７２万３１００円、歳出であるシル

バー人材センターへの委託料や電気料などの駐

車場運営費は４８６万８６４円となっておりま

す。昨年度は、２１３万７７６４円の赤字とな

っているところでございます。 

 利用台数の伸び悩みや人件費の増額に伴う委

託料の増加などから、毎年度、赤字が続いてい

る状況でございました。 

 また、資料にはございませんが、仮設庁舎に

おける公用車及び職員駐車場の確保につきまし

ては、担当課でも大変苦労しているところでご

ざいます。現在、各所に分散して駐車している

ことにつきましては、委員の皆様も御存じのこ

とかと思います。 

 そして、新庁舎の本体工事が始まります１０

月以降は、現在、本庁舎敷地内に８５台分ある

公用車の駐車スペースが、１４台分しか確保で

きない状況となることでございます。 

 このようなことから、３の今後の運用でござ

いますが、新庁舎建設に伴う庁舎駐車場不足の

解消及び赤字経営からの脱却の観点から、中央

駐車場を休止し、来月１０月１日から新庁舎完

成までの間、公用車及び職員駐車場として運用

することといたしました。 

 なお、市職員の勤務時間外については、一部

スペースを市民へ無料開放することとしており

ます。 

 具体的な利用時間で利用方法を説明いたしま

すと、平日の７時３０分から１７時３０分まで

は、大部分を公用車及び職員用の市役所関係車

両駐車場として利用いたします。その後の１７

時３０分以降は、職員駐車スペースの２６台分

があきますことから、２４時まではそのスペー

スを無料開放といたします。なお、２４時まで

といたしましたのは、恒常的な夜間の駐車を防

ぐ目的でございます。 

 また、年末年始を含む土日祝日につきまして

も同様に、職員駐車スペースの２６台は無料開

放として、本町アーケード商店街や周辺施設に

来られる方などに御利用していただきたいと考

えております。 

 次に、裏面の２ページ、４をごらんくださ

い。 

 １０月以降の具体的な利用エリアの予定でご

ざいます。 

 ３色に色分けしております。まず、青色のＡ

とＢの計１９台分につきましては、終日、公用

車駐車場として、また、赤色のＦにつきまして

は、終日、武道館利用者などの専用スペースと

して使用いたします。 

 次に、黄色のＣ、Ｄ、Ｅの計２６台分は、先

ほどから御説明しておりますとおり、平日の７

時３０分から１７時３０分までは職員駐車場と

して、平日の１７時３０分から２４時まで及び

土日祝日は無料開放エリアとする予定でござい

ます。 

 次に、５の市民への事前周知についてでござ

いますが、広報やつしろ１０月号、市ホームペ
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ージへの掲載はもちろん、中央駐車場窓口での

チラシの配布、商工会議所や斎場などの近隣事

業所等への説明、予告看板の設置を行っており

ます。 

 また、武道館利用者へは、個別に文書による

通知をいたしているところでございます。 

 最後に、今後の運営方法についてでございま

すが、今月中に、駐車エリア用の区画線の整備

をいたします。それと、駐車場入り口に、利用

方法や駐車スペース等を表示した看板の設置を

予定いたしております。 

 また、１０月以降につきましては、管理人は

配置せず、ゲートバーを外し、常時開放とし、

庁舎守衛によります巡回により管理運営いたす

こととしております。 

 以上、簡単でございますが、八代市営中央駐

車場の取り扱いについての説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、本件につ

いて何か質疑、御意見等はありませんでしょう

か。 

○委員（大倉裕一君） 市の考え方なんですけ

ど、職員さんの通勤による必要とされる自家用

車の駐車場は、市のほうで準備をするという考

え、方針なんですかね。 

○資産経営課長（鋤田敦信君） 方針といいま

すか、これまでの流れがあると思います。旧庁

舎のころからですね、ある程度、職員がとめて

いたスペースがございますので、現在も、敷地

外ですけれども、市有地のほうに職員駐車場は

台数分、今１５０台ぐらいですかね、を確保し

ている状況でございます。 

○委員（大倉裕一君） 私の認識が間違ってい

れば御指摘をいただきたいというふうには思う

んですが、全て、何というのかな、今の台数で

すね、確保されている台数だけでは、全ての職

員さんの通勤の車がとめられているわけではな

くて、周囲に自己負担でとめていらっしゃる方

もいらっしゃるのではないかというふうに、私

は認識をしているところです。 

 今回の駐車場については無料ということを想

定されているようですが、私はほかの職員さ

ん、自分で借りていらっしゃる方々との均衡を

やっぱり図るべきかなというふうな思いを持っ

ておりまして、幾らか、わずかでも構いません

ので、ここは有料にすべきではないかなという

ふうな思いを持って聞いておりました。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） それは御質問で。意

見で。 

○委員（大倉裕一君） 変わらないと思います

けど、じゃあ、答弁があれば。 

○委員長（前川祥子君） いま一度、考え方と

いうところで、お尋ねされますか。 

○委員（大倉裕一君） はい、じゃあ、せっか

くですので。 

○資産経営課長（鋤田敦信君） 委員おっしゃ

ったとおりですね、有料化については一つの検

討課題であるというふうに私どもも認識はして

いるような状況でございます。仮設庁舎だけで

はなくて、各支所とか、各それぞれの施設の事

情もございますので、その辺をトータルで考え

ながらですね、検討していく必要があると思い

ます。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

 もう１点、別件で、市庁舎建設が完成するま

でということですけれども、条例の対応という

のは、これは出てこないんですかね。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） 私

のほうで今回、条例のほうの改正は行いませ

ん。新庁舎完成後の駐車場整備についてはまだ

未定ということで、今回は閉鎖とせず、八代市

市営駐車場の条例の９条にですね、休止という

項目がございますので、その休止の取り扱いを

したいというふうに考えております。 
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 しかしながら、御説明をいたしましたとお

り、長年ですね、赤字経営というようなところ

でございますので、新庁舎完成後もですね、も

との状態に戻すということはなかなか考えられ

ないということでございますので、完成後につ

きましては、引き続き、市役所案件の駐車場と

して利用するか、もしくは、例えば月決め駐車

場にしたりとか、売却とかいう部分ですね、さ

まざまな選択肢が考えられると思いますので、

その際にですね、条例改正が必要になってくる

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。と、意見をあわ

せてもう言っておきます。 

○委員長（前川祥子君） ちょっとお待ちくだ

さい。 

 質疑ほかにありませんか。意見もじゃあ。質

疑からよろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） よかでしょう。所管事

務だけん。 

○委員長（前川祥子君） ああ、そうですね。

じゃあ、まあ。 

○委員（大倉裕一君） どうぞ、どうぞ。 

○委員（橋本隆一君） とてもありがたいんで

すけど、周知についてはですね、どのようにお

声かけされてますか。されますかということで

お願いします。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） 先

ほども申し上げ説明したとおりなんですが、広

報やつしろ、市ホームページなどでは、あげて

おりますし、直接的にもですね、利用者の方に

はチラシを配布したりということと、近隣事業

者につきましては、６件ほどの事業者につきま

してはですね、直接的に説明をさせていただい

ているという状況でございます。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございまし

た。 

 もう１点、済みません、今現在、シルバー人

材センターに委託ということですが、向こうの

ほうから何か要望とか御意見とかありましたで

すか、この件に関して。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） 御

説明をいたしたところなんですけれども、この

ですね、事務自体がですね、数少ない事務系の

仕事ということで、大変人気のある職種だとい

うことでお伺いをいたしました。そういうこと

で、大変ですね、事務の方も残念がられたんで

すが、以前から赤字ということはですね、示し

ておったところでございますので、そこの点に

つきましては御了承いただいたというふうに思

っております。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（前川祥子君） それでは、大倉委

員、意見ですかね。よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 管理についてですけれ

ども、今まで、今、橋本委員のほうから、シル

バー人材センターさんのほうに委託をされてい

て、きちんと管理をされていたということであ

ります。これから市のほうで直接管理をされる

という形になっていくと思います。シルバー人

材センターに委託している以上の支出にならな

いようにですね、そこはしっかり検討を重ねて

いただきたいというふうに思います。それが１

点です。 

 それと、もう１点は利用時間についてです。

本町の飲み屋さんのですね、繁華街の近くの駐

車場ということで、飲酒運転の、何というんで

すかね、助長というんですかね、にならないよ

うに、２４時という時間は区切られていますけ

れども、そのあたりはまた時間の検討もです

ね、お願いをしていただければというふうに思

うところです。 
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 以上です。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、以上で八

代市営中央駐車場の取り扱いについてを終了し

ます。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（指定管

理者の募集について） 

○委員長（前川祥子君） 次に、指定管理者の

募集についてをお願いします。 

○泉支所地域振興課長（中村道久君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）泉支所

地域振興課長の中村です。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、指定管理の募集につきまして、恐

れ入りますが、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○泉支所地域振興課長（中村道久君） 資料に

つきましては、Ａ３の横とＡ４の縦、２枚つづ

りでございます。 

 それでは説明に入ります。 

 泉支所地域振興課が所管しております八代市

振興センターいずみですが、今年度末に指定管

理の期間が満了を迎えますので、更新の手続及

び今後の事務の進め方について報告いたしま

す。 

 本施設の指定管理の更新に当たりましては、

施設の設置目的やこれまでの運営状況等につい

て把握し、本市の、公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例及びその運用指針

に照らして、次のとおり判断したところでござ

います。 

 八代市振興センターいずみですが、平成１９

年から指定管理制度を導入し、これまで３回の

指定管理を行っております。現在、指定管理は

八代市商工会です。前回の募集方法は公募で、

５年間でございました。 

 今回の更新に当たりましては、引き続き、公

募とし、期間につきましては３年間を考えてお

ります。 

 近年、利用者、使用料ともに減少しておりま

す。また、泉コミセンの開館、人口の減少、支

所の老朽化などを踏まえ、今回の期間中に施設

の運営方法等について検討していきたいと考え

ております。 

 最後に、今後のスケジュールでございます

が、９月下旬から１０月上旬を募集期間としま

して、１１月上旬までに候補者選定委員会で審

議をした上で候補者を決定します。その後、１

２月議会において、指定管理者の選定と債務負

担行為の議決をお願いする予定としておりま

す。３月に協定書を締結し、４月から管理運営

開始と予定しております。 

 説明については以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。ありませんか。

よろしいですか。 

○委員（村川清則君） これ、前回、幾つかの

業者さんというか、団体が、幾つ。（泉支所地

域振興課長中村道久君「商工会１件でございま

した」と呼ぶ） 

○委員長（前川祥子君） じゃあ、挙手で答え

てください。 

○泉支所地域振興課長（中村道久君） 八代市

商工会１件でございました。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） では、以上で指定管

理者の募集についてを終了します。 
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 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、総務委員会を散会い

たします。 

（午後０時０５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年９月２５日 

総務委員会 

委 員 長 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


